
 

町有財産使用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別表Ⅰ（第２条関係） 別表Ⅰ（第２条関係） 

 種 類 単位 田 畑 山林 宅地 その他    田 宅地 畑 山林 その他  

 本柱（木柱、コ

ンクリート柱又

は鉄柱） 

1本 1,870 1,730 1,210 1,500 180 

  

鉄柱 

コンクリート柱 

本柱 

支柱 

支線 

本 1,790 840 1,410 290 260 

 

 本柱（Ｈ柱又は

人形柱） 
1本 3,740 3,460 1,210 3,000 360 

   

 支線又は支柱 1本 1,870 1,730 870 1,500 180    

 付属設備（線路

保護用柱、水底

線標示柱、支線

柱、標柱又は標

石） 

1本 1,870 1,730 180 1,500 180 

   

 付属設備（ハン

ドホール又はマ

ンホール） 

1個 3,740 3,460 360 3,000 360 

   

 その他の設備 1.7ｍ2 1,870 1,730 180 1,500 180   鉄塔 基 5,530 2,970 4,620 720 720  

  

 種 類 単位 建物・その他の工作物  

 付属設備 1箇所 1,500  
 

 

  

 

 

 

 

 



 

改正後 改正前 

別表Ⅱ（第２条関係）（道路法関係分） 別表Ⅱ（第２条関係）（道路法関係分） 

 
占用物件 

占用料   
占用物件 

占用料  

 単位 金額   単位 金額  

 

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 

１本につき１

年 

530   

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 

１本につき１

年 

460  

 第２種電柱 810   第２種電柱 700  

 第３種電柱 1,100   第３種電柱 950  

 第１種電話柱 470   第１種電話柱 410  

 第２種電話柱 750   第２種電話柱 650  

 第３種電話柱 1,000   第３種電話柱 900  

 その他の柱類 47   その他の柱類 41  

 共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メート

ルにつき１年 

５   共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メート

ルにつき１年 

４  

 地下に設ける電線その他の線類 ３   地下に設ける電線その他の線類 ２  

 
路上に設ける変圧器 

１個につき１

年 
460 

  
路上に設ける変圧器 

１個につき１

年 
400 

 

 

地下に設ける変圧器 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

280 

  

地下に設ける変圧器 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

250 

 

 変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 
１個につき１

年 

940 
  変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 
１個につき１

年 

820 
 

 郵便差出箱及び信書便差出箱 390   郵便差出箱及び信書便差出箱 340  

 

広告塔 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

580 

  

広告塔 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

990 

 

 

その他のもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

940 

  

その他のもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

820 

 

  



 

改正後 改正前 

  

 

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

外径が0.07メートル未満のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

20   

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

外径が0.07メートル未満のもの 

長さ１メート

ルにつき１年 

17  

 外径が0.07メートル以上0.1メー

トル未満のもの 
28 

  外径が0.07メートル以上0.1メー

トル未満のもの 
25 

 

 外径が0.1メートル以上0.15メー

トル未満のもの 
42 

  外径が0.1メートル以上0.15メー

トル未満のもの 
37 

 

 外径が0.15メートル以上0.2メー

トル未満のもの 
58 

  外径が0.15メートル以上0.2メー

トル未満のもの 
49 

 

 外径が0.2メートル以上0.3メート

ル未満のもの 
85 

  外径が0.2メートル以上0.3メート

ル未満のもの 
74 

 

 外径が0.3メートル以上0.4メート

ル未満のもの 
110 

  外径が0.3メートル以上0.4メート

ル未満のもの 
98 

 

 外径が0.4メートル以上0.7メート

ル未満のもの 
200 

  外径が0.4メートル以上0.7メート

ル未満のもの 
170 

 

 外径が0.7メートル以上１メート

ル未満のもの 
280 

  外径が0.7メートル以上１メート

ル未満のもの 
250 

 

 外径が１メートル以上のもの 560   外径が１メートル以上のもの 490  

備考（略） 備考（略） 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


